
介護保険をめぐる情勢と新署名

林 泰則

左より、医療･介護･福祉の会･小島代表理事、宮本議員、全労連･秋山副議長、畦元政務官、全日本民医連･林事務局次長、
中央社保協･林事務局長、介護をよくする市民の会･澤部さん、リモート参加で21老福連・井上事務局長

全日本民医連事務局次長
中央社保協介護障害者部会

★ ２０２５年５月２７日、「介護請願署名２０２４」を通常国会に最終提出しました。今年２月

の第一次分と合わせて、全体で３４万１３０１筆を提出しました。当日は会場（国会議員会
館）とオンラインで２００名以上が参加、集会後に議員要請を行いました。

●● 介護三大改悪阻止へ！新介護署名総決起 ＷＥＢ集会

●●● ２０２５年９月１日（月） １８：００～１９：００／オンライン
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介護保険制度をめぐる動き

■ 介護保険制度の見直し（参院選後、「給付と負担の見直し」の審議開始）

＝ 利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介護１・２の生活援助等の
保険給付はずし（総合事業への移行）･･････

● １２月までに審議会（介護保険部会とりまとめ）⇒ ２０２６年通常国会に法案提出
※ 利用料は政令「改正」

■ ２０２６年度予算編成（骨太方針２０２５）

＝ 介護報酬２０２６年度改定（期中改定）の実現、抜本的な処遇改善

● １２月に政府案を閣議決定 ⇒ ２０２６年通常国会に予算案提出

■ 政府の経済対策（２０２５年度補正予算）

＝ 訪問介護基本報酬引き下げ撤回と２０２４年４月以降の減収補填、事業者・従事
者に対する緊急支援の実施

● ２０２５年秋の臨時国会に提案・審議・決定
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新たな介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年通常国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有
料化、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用
に重大な困難をもたらす新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担
の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護
保険財政に対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、
介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー
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１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有
料化、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用
に重大な困難をもたらす新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担
の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護
保険財政に対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、
介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

新たな介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年通常国会に提出



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連史上最悪の制度改定を許さないオンライン集会（２０２３年１０月１１月）

認知症の人と家族の会が
緊急署名１０万筆を提出

史上最悪の見直し案の全面撤回を！－各地で広がった声（２０２２～２０２３年）

介護７団体 の団体署名を厚労省・畦元政務官に提出（２０２３年６月６日）
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２０２５年審議再開･･･三大改悪メニューふたたび
２０２５年１２月までに審議会（介護保険部会）報告とりまとめ ⇒ ２０２６年通常国会に法案を提出

ケアマネジメントの有料化

利用料２割負担の対象者の拡大 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

© 全日本民医連介護チラシ

© 全日本民医連介護チラシ

★入り口でシャットアウト
＜水際作戦＞

【三大改悪にとどまらず･･････】

● 利用料３割負担の対象拡大（「現役なみ所得」の基準額引き上げ）

● 金融所得の勘案や金融資産等の取扱い

＜大臣折衝合意事項（２０２３年１２月）＞

● 人員配置基準のさらなる緩和
・ 現在＝特定施設：見守りセンサーの活用等で ３：１ ⇒ ３： ０.９

↓
・ 実証事業でエビデンスが示されれば、特養等において期中実施

● 施設多床室での室料徴収の対象拡大
・ 現在＝「療養型」「その他型」老健、「Ⅱ型」介護医療院

↓
・ すべての老健施設、介護医療院を対象とする
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第１０９回介護保険部会資料（２０２３・１２・７）

上位３０％
（２２０万円）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html

利用料２割負担をめぐって ①
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利用料２割負担をめぐって ②

第１０９回介護保険部会資料（２０２３・１２・７）
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利用料２割負担をめぐって ③

第１０９回介護保険部会資料（２０２３・１２・７）

経済財政諮問会議（２０２３・１２・５）
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■ 利用料２割負担の対象拡大

・ 利用者負担が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、
引き続き早急に、介護サービスは医療 サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて
総合的かつ多角的に検討を行い、第 １０ 期介護保険事業計画期間の開始（ ２０２７年度～）の前
までに、結論を得る。

① 利用者負担の「一定以上所得」（２割負担）の判断基準について、以下の案を軸としつつ、検討
を行う。

ア 直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増
に対応できると考えられる所得を有する利用者に限って、２割負担の対象とする。

イ 負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い
範囲の利用者について、２割負担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を
分析の上、負担上限額の在り方について、 ２０２８年度までに、必要な見直しの検討を行う。

② ①の検討にあたっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映のあり方
や、きめ細かい負担割合のあり方と併せて早急に検討を開始する。

★ 介護保険部会での審議打ち切り ⇒ 「２０２４年度予算編成過程で検討」

■ ケアプランの有料化、要介護１・２の生活援助等の総合事業への移行

・ 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」に基づき、給付と負担の在り方の
不 断の見直しの観点から、ケアマネジメントに関する給付の在り方や、軽度者への生活援助
サービス等に関する給付の在り方等について、第 １０ 期介護保険事業計画期間の開始までの
間に（令和８（２０２６）年度予算編成過程等において）検討を行い、結論を得る。

大臣折衝合意（２０２３年１２月２０日）

https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/R6_.pdf
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195

162

67

80

今までどおり入所を続ける
（２割になっても自分で負担が可能）

今までどおり入所を続ける
（家族に援助してもらうことが可能）

施設を退所する、
もしくは退所を検討する

その他

回答なし

626

153

285

38

54

93

今までどおり利用を続ける

（2割になっても自分で負担が可能）

今までどおり利用を続ける

（家族に援助してもらうことが可能）

サービスの利用回数や時間を減らす

サービスの利用を中止する

サービスの利用回数・時間を減らす、

サービスの利用を中止する

その他

「利用料１割負担が２割になったら」･･･全日本民医連・緊急影響調査

施設入所者（ ５１４名）※複数回答

在宅サービス利用者（１,０９７名）※複数回答

377
（34.4%）

（13.0%）

男性 17 25.4%
女性 50 74.6%

単身 29 43.3%

配偶者あり 19 28.4%

その他 19 28.4%

★ 在宅「その他」

・様子をみて決める
・家族と相談しないと分からない
・利用しているサービスを変える
・食費・生活費など経済的やりくりを考える（多数）
・金額による。 限度額内であれば利用継続
・生活保護を受給する
・障害（ガイドヘルパー）中心の支援に

★

実施期間 ２０２２年９月中旬～１０月
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（１） 利用料の新たな引き上げが実施されれば、施設入所や在宅サービス利

用の継続に深刻な困難が生じる利用者・家族が出現することが予測される。
利用者の身体的・精神的状態の悪化、家族の介護負担・経済負担の増大など、
本人・世帯の生活の質の後退をもたらすことになる。

（２） 調査時点で「負担可能」と回答していても、加齢とともに利用するサービ

スを増やしたり、施設に入所することになった際、利用料の負担が今までどお
り続けられるのかどうか、多くの方が将来に強い不安を抱いている。

（３） 利用料が２割になっても、様々な事情により「施設を退所できない」「在宅

サービスの利用を減らせない」方が相当数おり、食費や外出の機会を減らす
など本人・家族の生活を切り詰めることで利用料を捻出し、入所・利用を継続
すると回答している。利用サービスの増減などの外見では測れない、「顕在
化しない困難」が広がることが予測される。

調査から明らかになったこと



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

■ 【慎重論】
・ サービスの利用抑制の懸念や、質が高く適切なケアマネジメントの利用機会を確保する観点、
障害者 総合支援法における計画相談支援との整合性の観点から慎重に検討すべき。
・ 介護支援専門員は、本来業務であるケアマネジメントに付随して各種の生活支援等を行ってい

るほか、公正・中立性が重視されている点などを踏まえると、利用者負担を求めている他の介護
保険サービスとは異なるため、現行給付を維持すべき。

■ 【積極論】
・ 介護費用が大幅に伸びていくなかで、 サービス利用の定着状況や、ケアマネジメントの専門性

の評価、利用者自身のケアプランに対する関心を高めることを通じた質の向上、施設サービスの
利用者は実質的にケアマネジメントの費用を負担していることなどから、利用者負担を導入すべ
き。
・ 将来的なケアマネに対する財源確保や人材確保の観点からも、他のサービスと同様に利用者
負担を求めることも一つの方向性としてあってもよいのではないか。

■ 【その他】
・ ケアマネジメントについては、給付対象となるサービスの適用範囲の明確化やセルフ ケア プラ
ンの位置付けについても検 討する必要がある
・ 今後増加する独り暮らしや認知症のある利用者の生活支援が継続的かつ総合的 に行えるよう、
環境整備が必要との意見 があった。

● ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、
他のサービスとの均衡等 も 踏まえ ながら、包括的に 検討を行い、第１０期計画期間の開始まで
の間に結論を出すことが適当である。

ケアマネジメントの有料化－介護保険部会「報告」

介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（２０２２・１２・２０）
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社会保障審議会介護保険部会 令和4（2022）年１０月３１日
部会長 菊池 馨実 様

一般社団法人日本介護支援専門員協会
一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構

一般社団法人
『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会

一般社団法人日本在宅介護協会
認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

JA 高齢者福祉ネットワーク
（順不同）

居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について

（要望）

居宅介護支援に係る保険給付については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成11年
７月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において、「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対
し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多
様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、
その重要性に鑑み、保険給付率についても特に10割としているところである。」とされています。

居宅介護支援を10割給付としている所以である「要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置
かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に
提供される」ことの重要性は、今日の利用者に対しても薄らぐことはありません。

居宅介護支援・介護予防支援は介護サービスを利用するために行う支援であり、相談援助を中心に、居宅の要介護者・要支援
者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者・要支援者の希望等を勘案し、ケアプラン
を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うものです。居宅介護支援・介護予防支援によってケアプランが作成され、
利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そのケアプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的
に介入することで、自立支援の効果が発生します。

よって、それに至るための居宅介護支援・介護予防支援は「多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」た
めのセーフティネットとして、全ての利用者が公平に過不足なく支援を受けられる環境を維持していくことが重要です。このことは、介護
保険制度の理念であり、この理念に照らし合わせて、居宅介護支援・介護予防支援における現行給付の維持継続を要望いたします。

以 上
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社会保障

（４０６ 介護支援専門員の積極的活用）

医療・介護・福祉サービスを必要とする
人が過不足のないサービスを受けて、住み
慣れた地域で自立した生活を営むためには、
介護保険施設・在宅介護サービスにおいて、
自立支援や重度化防止等に向けた高品質な
介護サービスを提供できるシステムづくり
が必要です。そのためには、介護支援専門
員（ケアマネジャー）による適正なケアマ
ネジメントが必要不可欠です。このため、
居宅介護支援事業所の経営の安定化や中立
性の推進を図るとともに、いわゆるシャ
ドーワークへの対応、法定研修の見直しや
業務効率化、業務に見合った処遇の確保等
を進めるとともに、誰でも公平にケアマネ
ジメントが受けられるように、居宅介護支
援費に関しては、介護保険制度で全額を賄

う現行制度を堅持します。

自民党「総合政策集」－２０２５年参議院選挙公約

https://storage2.jimin.jp/pdf/pamphlet/202507_j-file_pamphlet.pdf
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■ 【慎重論】
・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域を中核とした受皿整備を進める
ことが必要で、時期尚早。
・ 総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、効果的・効率的・安定的な取組
は期待できない。
・ 軽度者とされる要介護１・２は認知症の方も大勢いることも含めて、要介護１・２の人たちに対する重度化防
止の取組については、特に専門的な知識やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対 。

■ 【積極論】
・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢人口の急減に直面するため、専
門的なサービスをより必要とする重度の方に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。
・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対象範囲と受け皿となるサービス

の観点から、環境整備を検討すべき。地域の実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるもの
は、保険給付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。

■ 【その他】
・ 住民の主体的な参画によるサービス活動 の実施が当初の期待どおりに広がっていないのが現状であり、そ
の要因を把握し、改善を図られるよう併せて検討すべき
・ 見直しの範囲について、移行対象として想定しているのは訪問介護や通所介護の全てなのか、あるいはこ
れらのうちの生活援助的なサービスのみなのかを考える必要がある
・ 地域の多様な主体によるステークホルダーによる柔軟なサービス提供をより充実していく観点からは、まず

移行ありきではなくて、新規あるいは要介護認定を受けた方でも利用できるようにするなど、利用者の選択肢
を見直して充実させることも考えていくべき
・利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重すべき

介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（２０２２・１２・２０）

要介護１、２の生活援助等の給付見直し－介護保険部会「報告」
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● 従前相当サービス＝従来の予防給付に相当するサービス

● サービスＡ＝基準緩和型サービス（短時間の研修･･･単価切り下げ）

● サービスＢ＝住民主体のサービス（ボランティア）

２０２３年３月末現在 訪問型･･･Ａ型５１.１％、Ｂ型１９.５％ 通所型･･･Ａ型５３.４％、Ｂ型１５.９％

総合事業は要介護１、２の保険給付（生活援助）の受け皿となり得るのか❶

■ 総合事業の実施市町村数（２０２０年度）
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第１００回介護保険部会（２０２２年１０月３１日）資料

■ 一次判定時の認定調査結果における認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上及びⅡ以上の者の割合

総合事業は要介護１、２の保険給付（生活援助）の受け皿となり得るのか❷

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
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さらなる改悪を提言－財務省・財政審「建議」（５月２７日発表）

■ 財政審（財政制度等審議会）「建議」･･･毎年２回（春・秋）に公表

● 予算編成と制度改革への提言

● 目的は「財政の健全化」 ⇒ 財政赤字を作り出している最大の要因＝社会保障費の増大

● 介護事業社会保障・介護職員の状況と対応

･･･高齢化・人手不足等を理由とした倒産が増加する一方で、介護事業における新設法人は増加を続けており、差し引きで介護
事業者は増加。今後の生産年齢人口の減少を踏まえれば、介護分野にばかり人材が集中するのは適切でない･･･。
⇒ 職場環境の整備や生産性向上等に取り組むことで、賃上げとともに人材の定着を推し進めるべき。

● 訪問介護事業者の状況と対応

･･･訪問介護事業者については、倒産件数が増加しているという指摘があるが、施設事業に比べ新規参入も容易であり、事業所
数は増加。「訪問介護事業所が１つもない自治体」（１０７町村）について指摘があるが、広域でのサービス提供が行われている自
治体や、システムに表れない小規模事業所・基準該当サービス等が存在することに留意が必要。

● 介護保険の利用者負担（２割負担）の見直し

･･･２割負担の対象者の範囲拡大について早急に実現すべき 。また 、医療
保険と同様に 、利用者負担を原則２割とすることや 、現役世代並み所得 （３
割 ）等の判断基準を見直すことについても検討していくべき

● ケアマネジメントの利用者負担の導入

･･･公正 ・中立なケアマネジメントを確保する観点から 、質を評価する手法の
確立や報酬への反映と併せ 、居宅介護支援に利用者負担を導入すること
で 、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みとする必要。

● 軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行

･･･軽度者 （要介護１ ・２）に対する 訪問介護 ・通所介護 についても 地域支
援事業への移行を目指し 、段階的に 、生活援助型サービスをはじめ 、地域
の実情に合わせた多様な主体による 効果的 ・効率的なサービス提供を可能
にすべき

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html
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１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有
料化、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用
に重大な困難をもたらす新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担
の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護
保険財政に対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、
介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

新たな介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年通常国会に提出
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改定率 ＋１.５９％

２０２４年度介護報酬改定はどのような改定だったか

不十分な引き上げ幅にとどまる

＝ ★「ヒト桁違う」賃金改善 ＋ ★物価上昇率に見合わない

（世論と運動でプラス改定を実現させたが･･････）

☆ 「２０２４年度＋２.５％（７５００円相当）、２０２５年度＋２.０％（６０００円相当）のベースアップを見込む」

☆☆ 事業所の収益分

財務・厚労大臣折衝
（２０２３年１２月２０日）
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改定率 内訳等
2003年 ▲2.3％
2006年 ▲2.4％ 施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ
2009年 ＋3.0％
2012年 ＋1.2％ 処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％
※2014年 ＋0.63％ 消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど

2015年 ▲2.27％ 基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）
※2017年 ＋1.14％ 処遇改善（1万円相当）

2018年 ＋0.54％ 通所介護等で▲0.5％の適正化
※2019年 ＋2.13％ 処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）

2021年 ＋0.70％ うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％
※ 2022年 ＋1.13％ 処遇改善（9,000円相当）

2024年 ＋1.59％ うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％
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報酬改定実施年度

老人福祉・介護事業者倒産件数（２０００年～２０２４年）
出典：東京商工リサーチ調査

介護報酬改定の経過と 老人･介護事業者倒産件数の推移

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が８割（個人企業他含む）

１７２

コロナ禍
コロナ対策禍
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■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

老人福祉・介護事業の倒産件数推移
（再掲：主要サービス事業内訳）

老人福祉・介護事業の倒産と休廃業･解散の合計 年次推移
（主要サービス事業内訳）

倒産件数、休廃業・解散件数（２０１３年・１５年～２０２４年）－訪問介護が最多

※東京商工リサーチ調査

※東京商工リサーチ調査

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が

８割（個人企業他含む）

訪問介護

（47.1％）

（67.5％）
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■ 訪問介護事業所の倒産－２０２５年１～６月過去最多

■ 訪問介護事業所の２０２４年９月時収益（対前年同月比） ■ 訪問介護事業所がない
自治体数の推移

★ すべての地域（「都市部」「中山間・離島」「その他」）において
訪問介護事業所６割が減収、５％減収が最多！（厚労省調査）

★ 倒産する事業者の規模も変わりつつある。これまで倒産は小・零細
事業者が大半だったが、従業員10名以上が9件（前年同期比125.0％
増）、負債1億円以上が6件（同100.0％増）、資本金1,000万円以上が6件

（同100.0％増）と次第に中小・中堅規模に倒産が広がっている。

訪問介護事業所の困難の広がり－事業規模・地域に関わりなく

■ 件数

－負債総額
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ヘルパーの有効求人倍率－１４倍超
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第３回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会（２０２４・６・２４）資料
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定員割れ続く介護福祉士養成校
※ 養成施設数 2022年：３１４施設 ⇒ 2024年：279施設

※ 日本介護福祉士養成協会調べ
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※厚労省「介護サービス施設・事業所調査」
２１５.４万人（２０２２年度）
→ ２１２.６万人（２０２３年度）

［▲２.８万人］

介護従事者数が前年比はじめて減少

定員充足率

58.8％

外国人留学生
3,054名
（46.7％）
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第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

介護職員の不足見込み－２０２６年度２５万人、４０年５７万人

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
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全産業平均との給与差がさらに拡大（２０２４年）

第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。
注）賞与込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。

２０２１年 ７.０万円

２０２２年 ６.８万円

２０２３年 ６.９万円

８.３万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
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■ ２０２４年度介護報酬改定に向けた大臣折衝合意（２０２３年１２月２０日）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の
経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋ １ .５９ ％（国費４３２ 億円）と
する。具体的には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋ １ .５９％のうち ０ .９８％を措置する（介護職員の処遇改善分は令
和６年６月施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、
０ .６１％を措置する。

・ （略）

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改
善分を活用し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に ２ .５％、令和７年度に ２ .０％のベースアップへと

確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果
について、実態を把握する。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分 を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握
を通じた処遇改善の実施状況等 や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

介護報酬の（期中）改定をめぐって

■ 骨太方針２０２５（２０２５年６月１３日）

２０２４年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、２０２５年末までに結論が
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介護保険２５年の経過－「制度の持続可能性の確保」をめざして

負担の見直し 給付の見直し 介護報酬 介護保険料※ 

第１期 － 2,911円

（00～02年度）

第２期 ●施設等の居住費・食費の徴収開始 ●基盤整備の総量規制 ▲2.3％ 3,293円
（03～05年度） ＋補足給付（負担軽減制度）導入 ●給付適正化対策スタート

第３期 ●新予防給付（要支援１､２）の創設 ▲2.4％ 4,060円

（06～08年度） 【予防重視型システムへの転換】

第４期 ●処遇改善交付金制度創設 ＋3.0％ 4,190円
（09～11年度） ●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】 ※実質プラス改定

第５期 ●処遇改善交付金を介護報酬に編入 ＋1.2％ 4,972円

（12～14年度）

＜消費税８％へ＞

（→利用者負担が発生） ※実質▲0.8％

第６期 ●利用料２割負担導入 ●総合事業スタート 【給付から事業へ】 ▲2.27％ 5,514円
（15～17年度） ●補足給付に資産 ●特養の入所対象を原則要介護３以上に ※基本報酬で

要件等導入 ★「自立」理念の転換（未来投資会議） ▲4.48％

第７期 ●利用料３割負担導入 ●生活援助（訪問介護）に届出制導入 ＋0.54％ 5,869円
（18～20年度） ●高額介護サービス費上限引き上げ ●福祉用具の平均貸与価格の設定 ※適正化分で

●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞ ★財政インセンティブ導入 ▲0.5％

第８期 ●補足給付の資産要件等の見直し ●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入 ＋0.67％ 6,014円
（21～23年度） ※コロナ対応分は

21年9月末まで

第９期 ●「生産性の向上」を加算で評価 ＋1.59％ 6,225円

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２５年に審議再スタート

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」
）

→ ２０１５年

→ ２０２５年

→ ２０４０年

■ 戦争法制定
経済・財政一体改革

アベノミクス
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深刻な「機能不全」を起こしている介護保険制度
－ 「サービスの空洞化」＝「保険あって介護なし」の現実化・強化－

❶ 【利用者にとって】 ＝＜利用できない・利用させない＞介護保険
･･･ 相次ぐ制度の見直し（給付の削減・負担の引き上げ）による利用制限の強化

（負担） 利用料２割負担・３割負担の導入、施設等での食費・居住費の自己負担化、補足給付 に資産
要件等導入＋厳格化、高額介護サービス費の負担上限額引き上げ、等

（給付） 新予防給付（要支援１、２）創設）、要介護認定見直し（軽度判定誘導）、「総合事業」創設、 特
養入所制限（原則要介護３以上）、生活援助多数回数利用プラ ンの届け出義務化、等

（さらに） ・ 「自立」の理念の改変（２０１６年）、保険給付からの“卒業”（強制退学＝自立支援）促進

・ 財政インセンティブ導入･･･給付「適正化」を自治体に競わせる（保険者機能の強化？）

❷ 【事業者にとって】 ＝＜必要なサービスを提供できない＞介護保険
･･･ 事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不足と厳しい経営困難

★★ 低く据え置かれた介護報酬、遅々として進まない処遇改善

●● にも関わらず･･･介護保険料は右肩上がりに上昇

２０００年（第１期）：２,９１１円 ⇒⇒ ２０１８年（第７期）：５,８６９円⇒⇒ ２０２４年（第９期）：６,２２５円

❸ 介護保険料を払っているのに、必要なサービスを受けられない

★ 「国家的（保険）詐欺」！

“保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大原則”“介護保険は「国家的詐欺」に
なりつつあると思えてならない”／元厚労省老健局長・堤修三氏（2015.11.10 「シルバー産業新聞」）

誰のための､何のための
「持続可能性」？

「介護の社会化」から
「介護の再家族化」へ
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20.2%
6.2%

9.6%
6.1%

2.3%
8.1%

2.8%
14.7%

3.2%
13.2%
13.4%

利用料の負担

施設での居住費・食費の負担

認定結果が合っていない

総合事業への移行

総合事業以外のサービスの内容

支給限度額による利用上限

自治体のローカルルール

施設・在宅で療養･生活の場が見つからない

介護保険料未納による給付制限

困った時などに相談できる人がいない

その他

制度の仕組みがつくりだしている利用困難 （民医連調査）

【問】 「どのような制度上の問題でサービス利用の困難が生じていますか」（複数回答）

※ 全日本民医連「２０１９年介護事例調査」（５７８事例）より
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● 介護保険料は、逆進的な定額負担ではなく、所得

に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課
税者から保険料を徴収しない。年金天引き制度（特
別徴収）、未納者・滞納者への制裁措置を廃止する

● 利用料は廃止する（介護の無償化）

● 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介

護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限
度額）は撤廃し、利用者の介護の実態に見合った給
付内容を保障する

● 利用するサービスの内容については、ケアマネ

ジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が
協議して決定することを基本とする仕組みに改める。
その際、市町村は必要十分なサービスを確保できる
よう責任を果たす

● （処遇改善） 介護の公共性をふまえ、すべての介

護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確
立し引き上げる

● 公費を投入して介護保険料を引き下げる

● 利用料の２割負担、３割負担を１割に戻す。低所
得者を対象とした利用料の減免措置を講じる

● 補足給付の「資産要件」「配偶者要件」を撤廃する。
認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する

● 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態

が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善
を図る。

● 区分支給限度額（保険給付の上限額）を大幅に
引き上げる

● （処遇改善） 就業場所や職種を問わず、全ての介

護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引
き上げる

● これ以上の制度の後退を許さない（示されてい
る見直し案を検討・実施に移さない）

制度の改善・立て直しは待ったなし！－「緊急改善」と「抜本改善」

■ 「緊急改善」案

－現状の困難を早急に打開するとともに、さら
なる制度の後退を許さない

■ 「抜本改善」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の
「再設計」

＜社保協「介護保険制度の抜本改善提言」より＞
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社保協「介護保険制度の抜本改善提言」パンフ－普及と学習をすすめましょう

■ 介護保険「２５年」の経過と現状

● 相次ぐ給付削減と負担増
● 低く固定化された介護報酬
● 広がり続ける怒り

－訪問介護基本報酬の引き下げ
● 深刻さを増す人手不足
● 進まない処遇改善
● 介護困難の広がりの中で、

介護保険料は右肩上がり
● コロナ禍のもとで

■ 介護保険が直面している＜３つの危機＞

■ 政府が準備しているさらなる改悪メニュー

■ 介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める
● 制度改革の焦点
● 介護保険制度、高齢者介護補償のあり方、
めざすべき方向について、議論を呼びかけます

【当面の「緊急改善」案】

【介護保険制度の「抜本改善」案】

★ 政府の制度改革のスピードは早く、利用者と家族はそのたびに翻弄され、介護現場は目の前の対応に日々追われています。

しかし、そうした状況だからこそ、介護保険制度、高齢者介護保障の本来のあり方について多くの人たちと議論し、共有を図り、
声を挙げていくことが大切になっているのではないでしょうか。

★ この「提言」が、介護保険・高齢者介護保障のあり方について、多くの団体、個人のみなさんとご一緒に議論を進めていく一助
になればと思います。地域から、職場から、介護改善を求める声と運動を大きく広げていきましょう。
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【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒ 保険料高騰 ⇒ 支払い困難（年金の目減り・
生活困難）⇒ 保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

制度改革－２つの政策的焦点

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額公費（国）負担で

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）
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防衛費の確保を最優先、少子化対策・歳出改革（＝社会保障費削減）を推進

◆ 防衛費が財政全体をゆがめ、
社会保障費削減のいっそう強力な圧力に！

＞

★ 巨額の防衛費を「聖域化」した上で、「次元の異なる少子化対策」を推進し、
その財源を徹底した「歳出改革」で調達する

敵基地攻撃能力の保有、軍事大国をめざすために･･･ マトを外した･･･

所得税
たばこ税･･･（２０２６年度～）

増税＜不可＞⇒ ［支援金制度］
医療保険料に上乗せ徴収（実質は増税）

※ 「負担増にはならない（歳出改革で保険
料を下げれば支援金分と相殺されるから）」

＝政府の説明

敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有

＞＞

⇒ 対ＧＤＰ比１％から２％へ

「改革工程」（２０２３年１２月）
全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋

26（予算案）

（８.８）
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「歳出改革」基本方針－「改革工程」（全世代型社会保障構築をめざす改革の道筋）

２０２３・１２・２２ 全世代型社会保障構築本部 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20231222_antore.pdf
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「改革工程」が掲げる医療・介護保険制度改革

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
○ 医療ＤＸによる効率化・質の向上
○ 生成 ＡＩ等を用いた医療データの利活用の促進
○ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
○ 医療提供体制改革の推進（地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備）
○ 介護の生産性・質の向上
○ イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
○ 国保の普通調整交付金の医療費勘案等
○ 国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
● 介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付
の在り方）
○ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
○ 福祉用具貸与のサービスの向上
○ 生活保護の医療扶助の適正化等
○ 障害福祉サービスの地域差の是正

（能力に応じた全世代の支え合い）
● 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
○ 医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
○ 医療・介護の３割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等
○ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

（高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等）
○ 高齢者の活躍促進
○ 疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
○ 経済情勢に対応した患者負担等の見直し（高額療養費自己負担限度額の見直し／入院時の食費の基準の見
直し）

－「２０２８年度までに実施について検討する取り組み」

★２０２５年度通常国会＝２０２５年度予算編成
（８月からの実施はとりあえず中止）

★２０２５年度通常国会＝医療法「改正」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/siryou2-2.pdf
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不公平税制の是正・防衛費を削って社会保障へ

■ 防衛装備品移転円滑化基金

東京新聞 ２０２５・２・６

企業規模別・法人税実質負担率（２０２０年度）

所得階級別の所得税負担率（２０２２年度所得税）

★ 訪問介護基本報酬減額分･･･５０～６０億円

「１億円の壁」
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「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ
（ ⇒ ともにケアし合う社会へ）

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞
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当面のスケジュール・課題
＜２０２４年＞

・ 12月 介護保険部会での審議再開
★ 「２０４０ 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」設置

＜２０２５年＞
・ １月 ２０２５年度通常国会開会（～6月22日）

・ 5月 ・ 介護請願署名最終提出（２７日）

・ ６月 「骨太方針２０２５」閣議決定 ●２０２６年度政府予算編成作業開始

・ 7月 ★ 参議院選挙 －７月３日公示・２０日投開票

・ 8月 「療養型」「その他型」老健、「Ⅱ型」介護医療院多床室の室料徴収開始

・ （参院選後） ●「給付と負担」に関する審議スタート

・ 1１月 ・ 全国介護学習交流集会（2日／全労連会館）

・ 社保協 「介護・認知症なんでも無料電話相談」

● 政府・経済対策（２０２５年補正予算）

・ 12月 厚労省・介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」とりまとめ
「２０２6年度政府予算案」の閣議決定

＜２０２６年＞
・ 1月 ２０２６年度通常国会開会－「２０２6年度政府予算案」審議－期中改定実施？

介護保険見直し案提案？

★ 都道府県・市町村議会･･･２月(または３月)、６月、９月、１１月(または１２月)に開会

★改悪法案をつくらせない！
国会に提案させない！

⇒ 改悪法案「廃案」を

★介護報酬期中改定の予算計上を

★ 訪問介護基本報酬引き下げ
撤回、緊急支援実現
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新たな介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年通常国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有
料化、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用
に重大な困難をもたらす新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再
改定を至急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負
担の軽減などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担
の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護
保険財政に対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、
介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー


